
3 9

は
じ
め
に

旧
小
阪
町
（
現
東
大
阪
市
下
小
阪
、
中
小
阪
）
に
は
、
今
か
ら
六
十
数
年
前
に

建
て
ら
れ
た
町
営
住
宅
経
営
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
営
地
が
注
目
さ
れ
る

の
は
、
当
時
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
民
間
に
よ
る
分
譲
、
賃
貸
住
宅
地
と
は
異

な
り
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
一
団
地
住
宅
経
営
事
業
と
し
て
我
が
国
で
最
初
に

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
時
の
関
西
は
都
市
の
人
口
増
加
が
続
き
、
一
部
地
域
で
は
劣
悪
な
居
住
環
境

が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

大
都
市
の
近
郊
で
も
住
宅
地
の
建
設
が
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
私
鉄
や

民
間
土
地
会
社
に
よ
る
住
宅
地
の
建
設
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
建
設
は
主
と
し

て
営
利
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
都
市
計
画
法
の
理
念
と
は
必
ず
し
も
一
致

せ
ず
に
計
画
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
居
住
環
境
の
良
い
も
の

の
建
設
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
価
格
は
平
均
よ
り
も
高
く
、
ま
た
地

価
高
騰
の
動
き
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
な
か
で
小
阪
町
も
人
口

の
急
増
が
進
み
、
こ
の
ま
ま
で
は
将
来
不
良
住
宅
地
発
生
の
惧
れ
も
あ
っ
た
。
こ

の
た
め
当
時
小
阪
町
長
で
あ
っ
た
鈴
木
義
仲
は
都
市
計
画
法
に
立
脚
し
た
住
宅
地

経
営
を
決
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
住
宅
地
建
設
の
主
要
な
目
的
は
、
昭
和
一
一
年
一
一
月
の
事
業
概
要

に
よ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
、
急
激
ナ
ル
人
口
増
加
ニ
伴
フ
住
宅
供
給
不
足
ノ
緩
和
ヲ
図
ル
コ
ト

二
、
無
秩
序
ニ
シ
テ
粗
悪
ナ
ル
住
宅
ノ
建
設
、
従
ツ
テ
市
街
地
構
築
上
ノ
遺

憾
ニ
備
ヘ
、
健
康
住
宅
ノ
一
基
調
ヲ
示
ス
コ
ト

三
、
中
産
階
級
ノ
住
居
費
ニ
対
シ
、
合
理
的
節
約
ヲ
図
ル
コ
ト

四
、
土
地
利
用
上
ノ
統
制
指
導
並
未
開
発
地
ノ
発
展
ニ
資
ス
ル
コ
ト

小
阪
町
（
現
東
大
阪
市
）
の
一
団
地
住
宅
経
営
地
に
つ
い
て

―
―
我
が
国
最
初
の
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
事
例
と
し
て
―
―

坂

本
　
勝
比
古
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関
西
の
建
設
界
を
活
動
の
中
心
と
し
て
い
た
日
本
建
築
協
会
（
大
正
六
年
―
一

九
一
七
―
創
立
）
は
、
そ
の
機
関
紙
『
建
築
と
社
会
』
の
昭
和
一
二
年
一
月
号
―

一
九
三
七
―
）
の
紙
上
で
“
小
阪
町
営
一
団
地
住
宅
”
と
題
し
て
、
完
成
間
も
な

い
一
団
地
の
全
景
を
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
航
空
写
真
と
、
整
然
と
し
た
町
並
や

室
内
写
真
を
も
っ
て
構
成
し
掲
載
し
て
い
る
。
そ
の
全
景
は
周
囲
が
全
く
の
田
畠

で
あ
る
だ
け
に
き
わ
め
て
象
徴
的
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
論

は
、
こ
の
小
さ
な
住
宅
経
営
地
を
通
し
て
、
当
時
の
大
阪
近
郊
の
住
宅
地
開
発
の

一
事
例
を
考
察
し
、
そ
の
先
駆
的
役
割
と
、
こ
の
事
業
に
携
わ
っ
た
建
築
家
の
存

在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
団
地
住
宅
経
営
と
は

こ
こ
で
云
う
一
団
地
住
宅
経
営
と
は
、
一
定
規
模
を
も
つ
一
団
の
土
地
に
多
数

の
住
宅
を
定
め
ら
れ
た
方
針
の
下
に
建
設
し
、
経
営
す
る
こ
と
を
云
い
、
都
市
計

画
法
施
行
令
第
二
一
条
に
あ
る
鉄
道
、
運
河
、
水
道
、
土
地
区
劃
整
理
、
市
場
な

ど
と
同
等
に
、
勅
令
を
以
て
指
定
す
る
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
事
業
の
一
種
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
中
村
寛
ゆ
た
か
は
高
等
建
築
学
第
二
五
巻
、
住
宅
経
営
の
な
か
で
、

一
団
地
住
宅
経
営
な
る
一
章
を
設
け
、「
こ
こ
に
言
う
一
団
地
の
住
宅
経
営
と
は
、

相
当
面
積
の
一
団
の
土
地
に
多
数
の
住
宅
を
一
定
方
針
の
下
に
建
設
経
営
す
る
も

の
を
言
う
」
と
述
べ
、「
都
市
計
画
法
で
は
そ
の
規
模
を
、
大
は
約
一
〇
、
〇
〇
〇

坪
以
上
の
も
の
を
目
標
と
し
て
居
る
が
、
大
き
な
も
の
は
田
園
都
市
の
如
き
数
十

万
坪
、
小
は
三
〇
〜
四
〇
戸
の
住
宅
を
建
築
す
る
四
、
〇
〇
〇
〜
五
、
〇
〇
〇
坪

南方上空より小阪町営住宅を望む

（『建築と社会』昭和12年1月号掲載）
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第2号住宅の（イ）・応接室

第1号住宅の（ロ）・階下8畳の間

（『建築と社会』昭和12年1月号掲載）


